
京 都 大 学 医 学 部 附 属 病 院 規 程 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

（前 略） 

第７条 病院に、中央施設部門として、次の部、
室及びセンターを置く。 
検査部  
感染制御部  
手術部  
放射線部  
救急部 
リハビリテーション部  
医療器材部  
人工腎臓部  
病理部  
疾患栄養治療部  
集中治療部  
内視鏡部  
臨床心理室  
細胞療法センター  
高気圧酸素治療センター 

 
２ （略） 

 

第８条  病院に、運営部門として、次の部、センター

及び室を置く。 

  看護部 

  薬剤部 

  医療情報企画部 

  医療安全管理部 

  病院運営企画室 

  診療報酬センター 

  PFM センター 

  新病院整備推進部 

 

（後 略） 

 

 

第７条 病院に、中央施設部門として、次の部、
室及びセンターを置く。 
検査部  
感染制御部  
手術部  
放射線部  
 
リハビリテーション部  
医療器材部  
人工腎臓部  
病理部  
疾患栄養治療部  
集中治療部  
内視鏡部  
臨床心理室  
細胞療法センター  
高気圧酸素治療センター 
救命救急センター 

２      （同 左） 

 

第８条 

 

 

 

       （同 左） 

 

 

 

 

  病院整備推進部 

 

 

   附 則（令和６年達示第２８号） 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


